
新旧対応表 

変更後 変更前 

 

４．地域再生計画の目標 

（略） 

（目標１）自然・文化・観光・居住等の主要拠点間の移動円滑化 

（十王駅から伊師浜海岸(十王町文化観光拠点地区)までの 

移動時間短縮 １１分 → ９分 ）

（常陸太田市役所から十国峠(桜の名所)までの移動時間短縮   

１４分 →１２分 ）

（常陸太田市役所から千寿集落(旧金砂郷町主要集落)までの 

移動時間短縮 １６分 →１３分 ）

（常陸太田市西河内地区から常陸太田市町屋町を通る 

国道 349号ﾊﾞｲﾊﾟｽまでの移動時間短縮 ７分 → ２分 ）

（常陸太田市町屋町から日立市入四間町までの時間短縮 

１３分→１０分 ）
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５．目標を達成するために行う事業  

５－１ 全体の概要 

日立市北部地域において「市道 友部・伊師浜線」(昭和 62 年 3

月認定)を整備することにより JR十王駅より海岸部の国道６号に至

るルートを形成し、「ウミウの里づくり」と連携した海辺の魅力ある

文化観光拠点づくりを行っている十王町文化観光拠点地区へのアク

セスを向上させる。 

日立市南部地域においては「市道１９号線」(平成 16年 7月認定)

を整備することにより、国道６号や常磐道及び山側の常陸太田地区

から「日立おさかなセンター」など日立市臨海部へのアクセスの向

上を図り、地域の交流を促進する。 

常陸太田市南部地域においては旧金砂郷町と常陸太田市を結ぶ

「市道 0118 号線」(昭和 62 年 3 月認定)、「市道 0120 号線」(昭和

62年 3月認定)及び「市道(金)１－４号線」(昭和 62年 3月認定)の

整備、北部地域では旧水府村と常陸太田市を結ぶ「市道 0101 号線

（大門工区）」(昭和 62年 3月市道認定)さらには、市道と広域農道

をアクセスする「市道 0101号線（西河内工区）」(昭和 62年 3月認

定)の整備を行うことにより、常陸太田市内主要集落や観光施設であ

る里美牧場「プラトーさとみ」や「西金砂そばの郷」及び日立地区

への連絡を強化し地域振興や産業の活性化、市民生活の利便性向上
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セスする「市道 0101 号線（西河内工区）」(昭和 62 年 3 月認定)の

整備を行うことにより、常陸太田市内主要集落や観光施設である里

美牧場「プラトーさとみ」や「西金砂そばの郷」及び日立地区への
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及び地域の交流を促進する。 

更に地域北部の日立市・常陸太田市の行政界付近において「広域

農道県北東部２期地区」（昭和５６年９月１６日事業計画確定）及び

｢市道 9733号線｣(平成 12年 1月認定)を整備することにより、両市

の相互の連携を強化し、日立の「海」と常陸太田の「山」の観光施

設等の周遊性を高める。 

また、常陸太田市北部地域の林道「堰場飯渕線」(昭和 16年 4月

八溝多賀地域森林計画策定)の舗装工事を行うことにより森林への

アクセスを容易にし、森林の管理、林業経営の効率化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の交流を促進する。 

また、常陸太田市北部地域の林道「堰場飯渕線」(昭和 16年 4月

八溝多賀地域森林計画策定)の舗装工事を行うことにより森林への

アクセスを容易にし、森林の管理、林業経営の効率化を図る。 



 

５－２ 法第 4章の特別の措置を適用して行う事業 

 

道整備交付金を活用する事業  

   ※整備箇所等については、別添の整備箇所を示した図面による。

[施設の種類（事業区域）、事業主体] 

    ・市道（日立市,常陸太田市） 日立市, 常陸太田市 

    ・林道（常陸太田市）    常陸太田市 

    ・広域農道（常陸太田市）  茨城県 

       [事業期間] 

・市道(平成 17～21年度)，林道(平成 20～21年度) 

広域農道(平成 18～21年度) 

      [整備量及び事業費] 

・市道 12.4km，林道 3.1km，広域農道 1.6km 

・総事業費  5,476,200千円 

        市道 3,324,000千円 （うち交付金 1,662,000千円）

        林道     52,200千円 （うち交付金   17,400千円）

     広域農道 2,100,000千円 （うち交付金 1,050,000千円）

 

５－２ 法第 4章の特別の措置を適用して行う事業 

 

道整備交付金を活用する事業  

  [施設の種類（事業区域）、事業主体] 

   ・市道（日立市,常陸太田市） 日立市, 常陸太田市 

   ・林道（常陸太田市）    常陸太田市 

   [事業期間] 

・市道（平成 17～21年度）, 林道（平成 20～21年度） 

    [整備量及び事業費] 

・市道 9.7km，林道 3.1km 

・総事業費 32億 4千 6.2百万円 

      市道 31億 9千 4  百万円 

 （うち交付金 15億 9千 7 百万円）、 

      林道        5千 2.2 百万円 

 （うち交付金     1千 7.4百万円） 

 




